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第４章 施策・事業の展開     

 

❖基本方針Ⅰ 自分らしく暮らすための環境整備 

 

❖基本方針Ⅱ 地域で学び・働くための支援体制づくり 

 

❖基本方針Ⅲ 安心して暮らせるまちづくりの推進 

 

❖基本方針Ⅳ 暮らしを支える体制の整備 
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❖基本方針Ⅰ 自分らしく暮らすための環境整備 

 

●Ⅰ―１ 障がいに対する理解促進 

 

【現状と課題】 

2022（令和４）年度に実施した「生活と福祉に関するアンケート（以下「ニーズ調

査」という。）において、障がいがあることで差別や嫌な思いをしたか尋ねたところ、

「ある」と「少しある」を合わせて 41.0％の方が差別や嫌な経験をしています。 

「外出先」や「学校・仕事場」など、日常生活での割合が高くなっていることから、

差別をなくす取組が重要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 
■ 障がいがあることで差別や嫌な思いをした経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 差別や嫌な思いをした場所 

 

 

 

 

 

n=657

外

出

先

学

校

・

仕

事

場

余

暇

を

楽

し

む

と

き そ

の

他

無

回

答

病

院

な

ど

の

医

療

機

関

住

ん

で

い

る

地

域

仕

事

を

探

す

と

き

39.1 
35.6 

22.1 19.9 

12.2 11.7 
7.0 

2.6 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

n=

(1,603)全体 17.7 23.3 48.3 10.7

ある 少しある ない 無回答
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【展開の方向性】 

障がいのある人が必要な支援を受けながら、地域の中で暮らしていくことができる

共生のまちづくりを進めていきます。 

 

【取組内容】 

（１） 「障がいの社会モデル」の浸透 

「障がい」は個人の心身機能の障がいと社会的障壁の相互作用によって創り出さ

れているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障がい

の社会モデル」という考え方が障がいのある人自身やその家族をはじめとした支援

者だけではなく、地域全体に広がるよう「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」

などを周知することにより、その取組を進めます。 

 

（２） 「障害者週間」の周知 

障がいについての市民の理解と関心を深めるため、国や福島県をはじめとする関

係団体が作成するポスター等を活用し、「障害者週間（毎年 12 月３日～９日）」

の周知を図ります。また、「障害者週間」の趣旨にふさわしい事業の実施を推進し

ます。 

 

（３） 障がい者理解の促進 

障害者差別解消法や伊達市手話言語条例の理念を市民に広げることをはじめ、

「手話まつり」の継続開催、福島県立だて支援学校の児童生徒、伊達市・伊達郡の

小中学校の特別支援学級の児童生徒及び伊達市・伊達郡の障害福祉サービス事業所

の利用者の作品を展示する「（仮称）福祉作品展」の開催など障がいや障がいのあ

る人に対する理解がさらに広がるよう啓発・広報活動に努めます。 
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●Ⅰ―２ 社会参加の推進 

 

【現状と課題】 

ニーズ調査で、地域で行われる行事や活動に参加しようとした場合に、さまたげと

なることを尋ねてみると、「健康や体力に自信がない」、「どのような活動が行われてい

るか知らない」の割合が高くなっていました。 

参加意欲のある人が少しでも行事や活動に参加できるよう、情報の提供や関係者等

の配慮が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 参加しようとした場合のさまたげになること 

 

 

【展開の方向性】 

障がい者が活き活きとした生活をおくることができるよう、社会参加・本人活動・

余暇活動ができるよう障がい者の自主的な活動に対する支援、障がい者同士あるいは

地域の人と交流できる機会の創出を図ります。 

 

 

【取組内容】 

（１） 障がい者の自主的活動の支援 

障がい者が自ら実施する研修会、スポーツ大会、趣味創作活動などの自主的な活

動を支援します。 

n=1,603
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な
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特
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な
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無

回

答
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（２） 障がい者スポーツの推進 

障がい者の社会参加の方法の一つとして、スポーツ関係施設使用料を免除するこ

となどをはじめ、障がい者が安心してスポーツに親しめる環境を整備するととも

に、市民のスポーツを通じた交流を促進します。また、ボッチャなどをはじめとす

るパラスポーツの周知、普及に努めます。 

 

（３） 居場所の確保に向けた取組 

障がい者に対し創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進を

図る地域活動支援センターの設置維持のみではなく、障がいの有無に関係なく、誰

もが、いつでも集い、活動・交流できる居場所について、その取組を推進していき

ます。 
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●Ⅰ―３ 保健・医療の充実 

 
【現状と課題】 

ニーズ調査で、医療機関にかかっているかを尋ねたところ、75.7％と７割以上の方

が「通院」されています。 

また、健康管理や医療について困ったり不便に思ったことを尋ねてみると、「専門的

な治療を行っている医療機関が身近にいない」や「近所に診てくれる医師がいない」、

「医療費の負担が大きい」の割合が高くなっていました。 

医療に関する負担が大きくなっていることから、日常生活をサポートする支援の充

実が求められています。 

 

 

 

 
 

■ 医療機関の受診状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 健康管理や医療について困ったり不便に思ったこと 

 

【展開の方向性】 

地域移行の推進のために、家族や地域の理解、グループホームや居宅介護等のサー

ビス基盤の確保とともに、地域移行後の生活支援に必要なサービスに繋げる地域包括

ケアシステムの構築に努めます。 

また、発達や発育の遅れに早期に対応するための相談や健康診査、成人期の疾病な

どの早期発見に向けた取組など、日常生活における障がいの原因となる疾病等の予防、

早期発見等を図るため、健康づくりを推進していきます。 

n=

(1,603)全体 75.7 6.8

3.0

2.6
12.0 2.9

通院 往診 入院 かかっていない 無回答
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【取組内容】 

（１） 障がいの早期発見と理解促進 

乳幼児健診の状況確認により、発達の遅れや発達障がいなどの早期発見に努める

とともに、関係部署との連携を図りながら、発達障がいに対する正しい理解の促進

と支援体制の充実に努めます。 

 

（２） 特定健康診査の実施 

障がいの原因となる重大な疾病を未然に予防するため、特定健康診査を実施する

とともに、健診の結果、必要な方には特定保健指導の受診の勧奨をするなど疾病予

防のための支援を行います。 

 

 

（３） 精神障がいに対応した地域生活支援 

精神障がい者が病院から退院し、地域で生活することを希望する場合の「地域移

行支援」や「地域定着支援」などの相談体制の充実を図るとともに、地域移行後、

地域で生活できる仕組みとしての地域包括ケアシステムを整備していきます。 

 

 

（４） 自殺（自死）対策の推進 

自殺（自死）の問題について、うつ病など精神疾病の早期発見と早期受診は自殺

対策の観点からも重要であり、こころの健康に関する相談に努めるとともに、相談

窓口の周知を図り、関係機関との連携を強化し、自殺（自死）予防につなげていき

ます。 

 

 

（５） 難病患者等に対する支援 

難病患者及びその家族の療養上の不安解消と安心安定した療養生活の確保を目指

し、専門職を中心とした相談体制の強化を図ります。また、366 疾病の難病につい

ては、障害者手帳がなくとも障害福祉サービスなどの支給対象となることについて

の周知を図ります。 
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❖基本方針Ⅱ 地域で学び・働くための支援体制づくり 

 

●Ⅱ―１ 療育・保育・教育の充実 

 

【現状と課題】 

ニーズ調査において、通学・通園時に困っていることを尋ねたところ、「車などが危

ない」、「歩道が少ない・狭い」、「人と話すのがむずかしい」の割合が高くなっていま

した。 

自由意見の中には、「関係機関が互いに連携して障がいの特性に応じた継続していく

支援を行っていけるような療育・教育が必要」、「将来について不安がある。そういっ

た情報を得るための手段がもう少しあってもいい」、「普通にお友達と関われています

が、苦手な部分がお友達にも理解できてもらえる様に支援してもらえると良い」など、

切れ目のない支援や障がいについての理解促進、情報提供などの要望が挙がっていま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 通学・通園時に困っていること 

 

【展開の方向性】 

障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあう共

生社会の実現に向け、障がいのある児童生徒が、通学・通園しやすい環境の整備をす

すめることをはじめとする合理的配慮を含む必要な支援の下、その年齢及び能力かつ

その特性に応じ、可能な限り障がいのない児童生徒とともに教育を受けることのでき

る教育環境を推進します。また、2022（令和４）年４月に開校した「福島県立だて支

援学校」との連携強化を図ります。 
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【取組内容】 

（１） 切れ目のない支援の推進 

乳幼児期から学齢期（学校在籍中）における一貫したかかわりと相談支援体制を

関係機関と連携しながら充実させ、学校を卒業した後の生活支援、就労支援につな

ぎます。 

 

（２） 専門的な相談支援ができる体制づくり 

発達障がいなど児童生徒が抱える障がいに対し、専門的な相談支援ができる体制

づくりについて、相談支援事業所をはじめとした関係機関や「福島県立だて支援学

校」との連携を強化しながら進めます。 

 

（３） インクルーシブ教育の推進 

小中学校において、特別支援学級の児童生徒が通常の学級で一緒に学習し、学校

行事や部活動などの場で交流することにより相互理解を深め、ともに学ぶことがで

きる環境を充実させます。 

 

（４） 特別支援教育の充実 

障がいのある子どもについて、人権に配慮した教職員の正しい理解を深めるとと

もに障害者差別解消法に基づく合理的配慮の考え方を踏まえ、指導方法、指導内

容、教材などを工夫しながら、一人ひとりの教育課題に的確に対応し、その可能性

を最大限に発揮できるよう特別支援教育の充実を図ります。 

 

（５） 地域住民との交流機会の拡充 

学習活動や行事などの学校生活の充実を図るため、幅広い分野の関係機関との交

流や連携を深めるとともに、保護者や住民などとの交流の機会の設置を推進しま

す。 
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（６） 学校教育施設のバリアフリーの推進 

学校での学習や生活面で支障をきたさないよう、介助者などの人的配置の充実を

図るとともに、多目的トイレやスロープを設置するなど、災害時の避難場所として

の利用も考慮しながら、学校教育施設のバリアフリーを進めます。 

 

 

 

 

 

●Ⅱ―２ 雇用・就業の支援 

 

【現状と課題】 

ニーズ調査において、現在の就労状況について尋ねたところ、「働いていない」の割

合が約６割と多数を占めていました。 

現在働いていない理由をみると、「高齢または就労年齢に達しないため」が最も多く、

次いで「病気のため」、「重度の障がいのため働くことが出来ないため」、「働ける自信

がないため」となっていました。 

 

 

 

 

 

 
■ 現在の就労状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 働いていない理由 

n=

(1,603)全体 22.8 58.3 10.4 8.6

働いている 働いていない 通学中・通園中 無回答
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収入を得る仕事をするために、必要なこととしては、「職場の上司や同僚に障がいへ

の理解があること」、「通勤手段の確保」、「短時間勤務や勤務日数等の配慮」が多くな

っていました。 

障がい者への自立支援に向けて、障がいへの理解をはじめ、就業環境の整備に向け

て取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 収入を得る仕事をするために必要なこと 

 

 

【展開の方向性】 

障がい者が地域で自立した生活を送るためには就労は極めて重要であることを認識

し、働く意欲をもてるような支援を推進します。また、就労先における雇用主、上司、

同僚などにおける障がい者や障がいへの理解促進を図ります。 

 

 

【取組内容】 

（１）障がい者の雇用促進 

精神障がい者の雇用義務化を踏まえ、精神障がい者の雇用促進をはじめ、障がい

者の雇用促進の取組を進めていきます。また、障がい者就労サポート専門員を引き

続き配置し、就労を希望する障がい者の就労を支援し、就労している障がい者に対

しその定着を支援します。 
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（２） 障がいのある労働者の権利保護 

雇用主や上司、同僚による虐待防止など、労働者である障がい者の適切な権利保

護のため、ハローワーク等の関係労働機関との連携を強化します。 

 

（３） 障がい者の労働環境の整備 

雇用分野における障がい者に対する差別の禁止及び障がい者が職場で働くにあた

っての支障を改善するための措置（合理的配慮の提供義務）に基づき、障がい者と

障がいのない人との均等な機会の確保及び待遇の確保など、関係機関との連携を図

ります。 

 

（４） 障害者優先調達推進法に基づく優先購入 

障害者優先調達推進法に基づき、「伊達市障がい者就労施設等からの物品等調達

方針」を毎年度更新し、障がい者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入

（調達）を推進します。 

 

（５） 交通費助成の検討 

障がい者が障がい者就労施設等に通所する場合における交通費助成のあり方につ

いて、検討します。特に、助成額の算出方法が複雑で、受給対象者の請求手続き、

障がい者就労施設等職員の確認作業に係る負担が大きいことから、通所方法、距

離、日数などによる定額化を含め、検討します。 

 

（６） 施設等の製品等の販売促進の検討 

福島県県北地域の９市町村で締結された「ふくしま田園中枢都市圏ビジョン」の

「障がい者の社会参加促進の取組」の一つである「製品の販売促進」に協調し、伊

達市自立支援協議会就労支援部会が中心となり開催される販売会を継続開催するこ

とを通じて、障がい者就労施設等の提供する製品等を販売・ＰＲするための方法に

ついて、検討します。 
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（７） 就労継続支援事業所の工賃向上 

障害福祉サービスのうち就労継続支援の利用者に支給される工賃の向上は、利用

者本人のやる気を引き出すなどの意識向上が図られ、生産性が向上することも期待

できます。また、利用者本人の意識向上ばかりではなく、家族や支援者などに対す

る経済的な負担を軽減することも期待できるため、就労継続支援事業所については、

官民一体となって工賃の向上に寄与します。 

 

（８） 農福連携の強化 

農業分野での障がい者の就労を支援し、就労機会の確保の推進を図ります。さら

に、関係機関との情報交換を密にし、農業経営体と障がい者就労施設等のニーズを

マッチングする仕組みの構築、ハローワークなどの関係者との連携強化を図るなど

農福連携の取組を強化します。 

  



第４章 施策・事業の展開 

38 

❖基本方針Ⅲ 安心して暮らせるまちづくりの推進 
 

●Ⅲ―１ 差別の解消及び権利擁護の推進 

 
【現状と課題】 

『Ⅰ―１ 障がいに対する理解促進』でみたように、４割以上の方が差別や嫌な思

いを経験しています。障害者差別解消法では、障がいを理由として差別することを禁

止しており、社会の中にあるバリアを取り除くための何らかの対応が求められたとき

に、負担が重すぎない範囲で対応する「合理的配慮」の提供が求められています。 

また、障がい者の人権や権利を擁護する「成年後見制度」の周知状況をみると、「知

らない」「聞いたことはあるが、くわしくは知らない」の割合が非常に高くなってい

ました。 

 

 

 

 
■ 成年後見制度の周知状況 

 

 

【展開の方向性】 

障がいのある人にとって、事物、制度、慣行、偏見など社会の仕組みが障壁となっ

て「生活のしづらさ」に拍車をかけています。障がいのある人ない人が、相手を知り、

お互いに理解しあうことが共に支えあって暮らすために欠かせないことから障がいを

理由とする差別をなくしていく取組を進めます。 

また、認知症高齢者や知的・精神障がい者など、判断能力が不十分な方の権利及び

財産を擁護するため、成年後見制度の利用の促進に関する法律第 12 条第１項に基づ

き国が策定した成年後見制度利用促進基本計画において定義される地域連携ネットワ

ークのコーディネートを担う中核的な機関（以下「中核機関」という。）の設置を検討

し、審議会などの合議制の機関の設置を検討するなど成年後見制度支援体制整備を進

め、成年後見制度の利用促進と普及啓発を図るとともに、必要な方の権利を擁護して

いきます。 

なお、本計画における成年後見制度に関する取組を、成年後見制度の利用の促進に

関する法律に規定する成年後見制度の利用の促進に関する施策とし、同法の基本的な

計画として位置づけるものとします。 

n=

(1,603)全体 20.7 32.0 38.2 9.1

知っている
聞いたことはあるが、くわしく

は知らない
知らない 無回答
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【成年後見制度支援体制整備イメージ図】 

 
  資料：厚生労働省社会・援護局地域福祉課成年後見制度利用促進室資料より抜粋 

 

 

【取組内容】 

（１） 合理的配慮の普及・啓発 

障がいのあることを理由に、正当な理由なくサービスの提供を拒否し、制限、条

件を付ける不当な差別的取り扱いを解消し、障がいの特性に応じ、メニューの読み

上げ、筆談、手話、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段の支援を行うなど

合理的配慮が普及するようホームページなどを活用し、啓発活動を推進します。 

 

（２） 障害者差別解消法の周知 

障がいを理由とする差別の解消を推進するため、市民が障がいについて理解し、

可能な範囲で配慮していくことが重要であるため、2024（令和６）年４月に施行

する改正障害者差別解消法の趣旨や障がいについて理解を深める周知を行っていき

ます。 
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（３） 市職員の研修・啓発 

障害者差別解消法に基づいた考え方を理解し、障がいの特性に応じた窓口対応や

会議時等の配慮に活かすため、「伊達市障がい者活躍推進計画」により実施される

職員研修に参画し、伊達市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する

職員対応要領の周知により、職員への啓発を実施します。 

 

（４） 「障がい者差別解消支援地域協議会」の設置の検討 

地域における障がい者差別に関する相談等について情報を共有し、障がい者差別

を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして「障がい者差別

解消支援地域協議会」の設置を検討します。 

 

（５） 障がい者虐待防止の広報・啓発 

障がい者虐待防止に関し、養護者、施設従事者への広報・啓発活動を行うととも

に、障がい者虐待に対する適切な対応を関係機関とのネットワーク等を通じて引き

続き実施していきます。 

 

（６） 成年後見制度の利用普及 

判断能力が不十分な障がい者の財産管理や身上保護（身上監護）を支援するため

の成年後見制度の利用普及に向け、中核機関の設置を目指し、成年後見制度利用支

援事業を展開していきます。 

 

（７） 成年後見制度利用支援体制づくり 

成年後見制度については、市民後見・法人後見の対応等さまざまな課題があるこ

とから、設置を目指す中核機関が中心となり、制度の広報・啓発、利用相談、後見

人支援に取り組むほか、市民後見人・法人後見人等の育成に努めます。 
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●Ⅲ―２ 安全・安心の推進 

 

【現状と課題】 

ニーズ調査において、災害時に一人で避難できるか尋ねてみると、「できない」が４

割以上で「できる」（34.6％）より多くなっています。 

また、災害時に心配なことを尋ねてみると、「避難場所の設備（トイレなど）や生活

環境が不安」、「避難所で障がいにあった対応をしてくれるか心配である」、「安全なと

ころまで、すぐに避難することができない」の割合が高くなっていました。 

緊急時の避難と避難所での生活の不安が多くなっていることから、日頃から緊急時

の支援の充実を図り、福祉避難所等の災害時の支援体制の強化が求められています。 

 

 

 

 

 

 
■ 災害時の一人での避難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 災害時に心配なこと 

【展開の方向性】 

障がい者が地域で安心して暮らすために、平時から災害による生活環境の変化など

に対応でき、必要な時に適切な支援が受けられる地域の体制づくりを推進します。 

 

n=

(1,603)全体 34.6 41.7 18.0 5.7

できる できない わからない 無回答
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【取組内容】 

（１） 災害に強い地域づくりの推進 

障がいの有無に関わらず、市民の生命や財産を守るため、伊達市地域防災計画に

基づき、災害に強い地域づくりを推進していきます。 

また、災害発生時に障がいのある人が迅速かつ的確に避難できるよう、避難行動

要支援者の把握、個別避難計画の作成を強化します。 

 

（２） 災害発生時の「共助」の仕組みの構築 

自主防災組織の結成の促進とその育成指導を図り、災害発生時に迅速に地域で助

け合う「共助」の仕組みを構築していきます。また、一人暮らしの障がい者や高齢

者等の要支援者を支援するため、避難行動要支援者登録者名簿の地域での利活用の

推進を図ります。 

 

（３） 福祉避難所の整備 

災害発生時に避難所となる施設のバリアフリー化を進めるとともに、福祉避難所

の運営においては、それぞれの障がい特性に対応できるよう「福祉避難所設置・運

営マニュアル」を必要に応じ改訂します。また、福祉避難所となる施設数の拡大を

図り、定期的に開設訓練を実施します。 

 

（４） 地域防災活動の充実 

平時における地域防災活動の充実として、市や地域で行われる防災訓練への障が

い者の参加を促進し、障がい者自らの防災意識の高揚と地域防災体制における連携

の強化を図ります。 

 

 

（５） 防犯体制の整備 

防犯対策として、障がい者の生活施設や居住している住宅、さらに地域での犯罪

等の発生の防止と早期発見に努めるため、警察署等関係機関との連携を強化してい

きます。 
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（６） 消費者保護対策の推進 

消費者トラブルを未然に防止する観点から、福島県消費生活センターや伊達市消

費生活センターなどの関係機関と協力し、障がい者に対する消費者啓発を推進して

いきます。 
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●Ⅲ―３ まちづくりの推進 

 

【現状と課題】 

ニーズ調査において、外出するときどのようなことに不便や困難を感じることが多

いか尋ねたところ、「道路・建物の段差や、電車・バスなどの乗り降りがたいへん」、

「外出先でのコミュニケーションがとりにくい」、「気軽に利用できる移送手段が少な

い」、「障がい者用の駐車スペースや手すり、スロープ、案内表示など、障がい者に配

慮した設備が不十分である」が１割以上となっており、バリアフリー化への要望は依

然として残っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 外出時の不便や困難 

 

 

【展開の方向性】 

障がい者誰もが地域で安心して、快適な生活を送ることができるようにユニバーサ

ルデザインの考慮やバリアフリー、アクセシビリティの向上など生活環境の整備を推

進します。 
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【取組内容】 

（１） 公共的建築物、道路、公園等の整備 

障がい者など誰もが安全かつ円滑に利用できるように、官公庁の施設、社会福祉

施設、商業施設などの公共的建築物、道路、公園等の整備を推進します。 

 

（２） 障がい者の声を反映したバリアフリーの推進 

公共的施設等において、障がいの特性に応じた使いやすい環境や施設づくりにつ

いて、障がい者の声を可能な限り反映し、ユニバーサルデザインを考慮し、バリア

フリー化に努めます。 

 

（３） アクセシビリティの向上 

市内で開催される各種イベントにおいて、手話通訳者の確保など誰もが参加しや

すい環境整備がなされるように、理解啓発を進めます。 
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❖基本方針Ⅳ 暮らしを支える体制の整備 

 

●Ⅳ―１ 情報のアクセシビリティ（利便性） 

 
【現状と課題】 

ニーズ調査において、福祉サービスや福祉制度に関する情報源を尋ねてみると、「市

や県の広報誌やチラシ、ホームページなど」の割合が最も高くなっていました。 

今後、特に充実してほしい情報を訪ねたところ、「福祉サービスの内容や利用方法等

に関する情報」、「困ったときに相談ができる機関や窓口に関する情報」の割合が他と

比べ、高くなっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 福祉サービスや福祉制度などに関する情報源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 今後、特に充実してほしい情報 
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【展開の方向性】 

障がい者の多様なニーズに対応し、円滑に情報を取得・利用でき、自発性が発揮で

きるよう適切な情報提供の推進を行います。 

聴覚、視覚等により、情報の取得や伝達に困難を生じる方について、ＤＸ（デジタ

ルトランスフォーメーション）の技術、手話、要約筆記、点字等を活用し、情報のバ

リアフリー化、コミュニケーション手段の充実を図ります。 

 

 

【取組内容】 

（１） 福祉サービス情報提供の充実 

市の広報誌やホームページ、冊子やパンフレットの配布など多様な広報・情報媒

体を通じて、障がい福祉に関するサービスや各種支援制度などの内容を分かりやす

く紹介し、障がい者やその家族が、自分に合ったサービスを適切に選択でき、利用

できるよう情報提供の充実を図ります。 

 

（２） 広報媒体の充実 

行政情報の発信に関して、動画には字幕スーパーを挿入し、市長記者会見には手

話通訳の設置、広報誌には点字版や音声版の発行など容易に情報が得られるような

システムづくりに努めます。 

 

（３） 手話が広がる環境づくり 

市民に対して「手話言語条例」の推進、特に手話は言語という理解の促進を図る

とともに、手話が広がる環境づくりに努めます。 

 

（４） 聴覚障がい者への情報提供の充実 

市が主催する講演会などの行事には、手話通訳などによる情報保障に努めます。

また、聴覚障がい者の日常生活におけるコミュニケーションを確保するため、手話

通訳者、要約筆記者の育成や配置、ＤＸを活用した意思疎通支援などの普及を促進

します。 
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（５） 視覚障がい者への情報提供の充実 

視覚障がい者への情報伝達の方法、日常生活におけるコミュニケーションの確保

等を図るためニーズを把握するとともに、点字、代読などの普及、ＤＸを活用した

支援のあり方を検討していきます。 

 

 

 

 

●Ⅳ―２ 生活支援体制の充実 

 

【現状と課題】 

ニーズ調査において、現在の生活の中で困っていること、将来に対する不安・悩み

について尋ねたところ、「経済的な不安」、「障がいや健康上の心配、悩み」、「将来の生

活が不安」の割合が非常に高くなっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 生活の中で困っていること、不安・悩み 
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【展開の方向性】 

障がい者が地域で活き活きと生活でき、障がいの程度、種類、生活環境に応じたサ

ービスが受けられるように在宅で受けられるサービスのニーズを把握しながら、サー

ビスの充実に努めます。 

 

 

【取組内容】 

（１） 相談窓口の充実 

障がいのある人やその家族をはじめとする支援者が、気軽に安心してサービス利

用や生活上の悩みなどを相談することができるよう相談窓口の充実に努めます。な

お、家族構成、高齢者の就労や両親の共働きなどの社会情勢の変化に対応すること

ができるよう相談窓口体制の整備を推進します。 

 

（２） 相談者の意思を尊重した意思決定支援 

相談者の利益を最優先に考え、必要と思われる支援を積極的に紹介し、相談者の

自己選択・自己決定を促す丁寧な意思決定支援を実践します。 

 

（３） 在宅障害福祉サービスの充実 

障がい者が地域の構成員の一人として、日常生活又は社会生活を営むため居宅介

護、重度訪問介護、同行援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中の通所支

援など、必要とする在宅サービスの提供を計画的に行い自立への支援を図ります。

特に短期入所については、家庭環境の変化などにより緊急的なニーズが高いことか

ら、迅速的な対応に努めます。 

 

（４） 常時介護を必要とする人への支援 

常時介護を必要とする障がい者が安全安心に暮らすために、日中及び夜間におけ

る医療的ケアを含む支援を充実します。 
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（５） 日中活動の場づくり 

住み慣れた地域で生活がおくれるよう、関係機関や障害福祉サービス事業所、当

事者などと連携し、障がい者の社会参加や社会活動を促進するための日中活動の場

や機会の充実を図ります。 

 

（６） グループホームの充実 

市内のグループホームへの入所希望者が入所できるよう市内へのグループホーム

の誘致に努め、地域での生活の実現を目指すと共に、孤立を防ぐためにグループホ

ームにおけるサービスの強化を図ります。また、地域への移行をスムーズにするた

めの取組を強化します。 

 

（７） 住まいと生活の場の確保 

住み慣れた地域で自立した生活がおくれるよう、障がい者の住まいを確保し、生

活支援の充実を図ります。 

 

（８） 移動支援の充実 

障がい者の生活の支援や社会参加をより円滑にするため、移動支援の充実を図り

ます。 

 

（９） 日常生活用具などの給付 

在宅の障がい者が日常生活をより円滑に行うことができるように、日常生活用具

や補装具などの給付事業の充実を図ります。 
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●Ⅳ―３ 相談支援体制の充実 

 

【現状と課題】 

ニーズ調査において、生活の中で困っていることや不安・悩みを誰（どこ）に相談

しているか尋ねたところ、「家族や親せき」の割合が最も高く、次いで「友人・知人、

近所の人」、「病院・診療所の医師や看護師など」、「入所・通所している福祉施設の職

員」となっています。 

多くは身近なところでの相談者となっていますが、多様化・複雑化している問題に

対応していくためには専門家や関連団体等の支援が必要になります。また、日頃、人

とコミュニケーションを取る機会が少ない人や身近に相談相手がいない人などに対し

ての相談体制の構築が望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ 生活の中で困っていること、不安・悩みの相談先 

 

 

【展開の方向性】 

障がい者の生活支援のための基盤づくりを進め、自分らしい日常生活又は社会生活

が営むことができる「共生社会」の実現のため、生活を支援する相談支援体制を充実

させていきます。 
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【取組内容】 

（１） 障害児相談支援体制の整備 

心身の発達が気になる又は障がいのある児童及びその家族等への途切れのない支

援を実施するため、こども家庭センターは、関係機関等との連携・協働にて相談支

援体制を整備し、個別ニーズに応じた自立への支援、障がい児通所サービスや障害

福祉サービス等の安定的な利用に向けた支援体制を構築していきます。 
 
 

（２） 障害児通所支援サービスの充実 

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業である児童発達支援、医療型児童発達支

援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援におい

て、適切な支援を提供します。 
 
 

（３） 地域生活支援体制の推進 

障害者総合支援法に基づく居宅介護、短期入所、日中一時支援等を提供し、障が

い児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制を推進します。 
 
 

（４） 成長過程に応じた支援 

教育、医療、福祉等の関係機関や関係者の連携により成長過程に応じた一貫した

支援を受けることができる体制整備を強化し、支援のための１つのツールであるサ

ポートブック「ハーモニー」の周知を図るとともに、ライフステージを通じた切れ

目のない支援の実施を目指します。 
 
 

（５） 障がい者及び家族等の状況把握 

伊達市自立支援協議会、自立支援協議会事務局会議、相談支援会議、こども部会

及び就労支援部会を定期開催することなどにより、障がい者本人、親などの意識や

心配な事柄、障害福祉サービスを提供する事業所の意見を集約し、その状況を把握

します。 
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（６） 包括的な相談支援体制の構築 

既存の制度の対象となりにくい生活課題への対応や複合的な課題を抱える人・世

帯への対応に限界が生じており、重層的支援体制整備事業と連携し「丸ごと」の課

題に対応できる包括的な相談支援体制の構築に取り組みます。 

 

【重層的支援体制整備事業のイメージ】 

 
資料：厚生労働省資料より抜粋 

 

（７） 「共生型サービス」事業所の普及 

今以上に障害福祉サービスを利用しやすい状況とするため、介護保険事業所であ

っても、障害福祉サービスを利用できる「共生型サービス」事業所の普及を支援し

ます。 
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（８） 地域生活支援拠点の整備 

障がいのある人の高齢化、重度化や「親なき後」を見据え、住み慣れた地域で安

心して暮らしていけるようさまざまな支援を切れ目なく提供できる多機能を有し、

支援の拠点となる「地域生活支援拠点」を整備します。 

 

【地域生活支援拠点のイメージ】 

 
資料：厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課生活支援推進室資料より抜粋 

 

 

（９） 県北圏域自治体等との協議・連携 

地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制等の整備、地域支援のため

の拠点の整備を積極的に推進し、地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図る

必要があるため県北圏域自治体等と協議・連携を進めます。 

 

 

 

 

 

  


